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>>

中央区地域防災計画の改訂について 
 
毎年、台風や大雨による被害が日本各地で発生し、また、南海トラフ巨大地

震の発生が懸念される中で、これまで発生した大規模災害での課題と教訓を踏

まえ、自分（家族）の命は自分（家族）で守る「自助」、地域・近所で助け合う

「共助」、行政機関による「公助」の取り組みを、これまで以上に進めることが

重要となっています。 

平成 29 年の本計画改訂以降、猛烈な台風が接近・上陸した場合の高潮浸水

区域が公表されたことや、寝屋川水系の河川氾濫や浸水（内水氾濫による）発

生のおそれがある時に、区内の一部の地域が避難情報発令の対象区域になった

こと、また、感染症禍では感染拡大防止のために避難所の受入可能人数が少な

くなるため、区民のみなさまに、災害時避難所への避難だけでなく「在宅避難」

などの多様な避難をご検討いただく必要が生じたことから、本年、この計画を

改訂させていただきました。 

行政だけでは十分な災害対応はできません。災害による被害を減少・縮小す

るためには、区民のみなさま、事業所のみなさまのご協力が不可欠であり、こ

れまで以上に「自助」「共助」の取り組みを中心に、災害への備えを一層進めて

いただく必要があります。 

災害とその被害を知り、より効果的に日頃からの備えを実施いただくために 

これまでの計画と同じように、災害想定などをイラストや画像を多く用いて、

みなさまにわかりやすいように改訂しております。本防災計画が、みなさまの

日頃の災害に対する備えや取り組みの一助となれば幸いです。 

 

令和３年３月 

大阪市中央区長 
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